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現在の給食費
（１０か月徴収：８月・３月を除く）

小学校 中学校

年 額 ４７,０００円 ５５,０００円

月 額 ４,７００円 ５,５００円

１食単価 ２５０円 ３００円

改定後の給食費（平成２７年度～）

小学校 中学校

年 額 ５１,７００円 ５９,７００円

月 額
【１案】１１か月徴収
【２案】１０か月徴収

１食単価 ２７６円 ３２２円

年間値上額
４,７００円

【２案】１０か月徴収（８月、３月を除く）

小学校 中学校

月額 ５,１７０円 ５,９７０円 ・小、中学校とも月々４７０円の増

【１案】１１か月徴収（３月を除く）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 計

小学校 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 51,700

中学校 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 4,700 59,700

・小、中学校とも新たに８月に給食費を徴収する。
（小学校は毎月４,７００円、中学校は４月から１月までが５,５００円、２月が４,７００円）
・徴収月が１月増えることにより、引き落とし手数料３２円も新たに発生する。


